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木島平村の若者センターで開催した第17回通常総代会の様子

組合ホームページもあります。ぜひ、ご覧ください！
http://www.jforest-kitashinshu.or.jp/
スマートフォン対応となっています。
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第17回通常総代会を開催しました。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
八
日（
土
）に
木
島
平
村
若
者
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
第
十
七
回
通
常
総
代
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

総
代
総
数
二
〇
〇
名
の
う
ち
本
人
出
席
八
〇
人
、書
面
出

席
九
四
人
、合
計
一
七
四
人
の
出
席
で
、総
代
会
議
長
に
木
島

平
地
区
選
出
総
代
の
高
山
廣
志
さ
ん
を
選
出
し
て
議
事
が
行

わ
れ
、上
程
さ
れ
た
十
三
議
案
全
て
原
案
ど
お
り
承
認
・
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、第
九
号
議
案
で
、国
が
進
め
る
新
た
な
森
林
管
理
の

仕
組
み
づ
く
り
に
対
応
す
る
た
め
、森
林
経
営
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、そ
れ
に
関
連
し
て
第
十
号
議
案
で

定
款
の
一
部
変
更
、第
十
一
号
議
案
で
森
林
経
営
規
程
の
制
定

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、第
十
三
号
議
案
で
は
、不
明
組
合
員
等
の
除
名
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
29
年
度
事
業
報
告
・
収
支
決
算

平成29年度は、長野市で国内では初めての開催となる「次
世代林業」実現に向けたノウハウ習得の機会を創出する専門展
示会『国際ウッドフェア2017』が開催されました。当組合でも
革新的技術開発・緊急展開事業『レーザーセンシング情報を使
用した持続的なスマート精密林業技術の開発』を共同で行って
いる、信州大学とアジア航測㈱、そして協力いただいているコ
マツと㈱ジツタで、「北信州ＩＣＴ林業開発コンソーシアム」とし
て出展しました。また、農林水産業みらい基金による「ⅰフォレ
ストリー林業生産性を向上させるＩＣＴ超効率化施業システム
の開発」での取組みが新聞で全国に紹介されるなど、全国から
注目された１年でありました。
昨年度から進めてきました支所業務の本所への統合によ

り、山ノ内・木島平・野沢温泉・飯山の支所職員の配置をなくし、
その事務を本所総務課と利用事業室（飯山）へ統合しました。
組合員関係の業務では問題もなくスムーズに行うことができ
ました。
平成29年度の損益は、収益では販売部門で計画対比97％
の11,041千円、森林整備で計画対比86％の134,214千円
と計画減となりました。利用では計画対比107％、221,061
千円と増収でしたが、事業総利益は97,770千円で計画対比
70％となり、事業管理費の減価償却費22,687千円をカバー
できず、税引き前で13,181千円の損失となりました。
損失金処理としては、平成29年度未処理損失金が13,884
千円となり、法定準備金が満額（出資金の2倍）となっているこ
とから、脱退による出資金減少額の倍にあたる額の655千円
が戻入となり、損失金処理額は13,229千円となります。
これを、任意積立金（損失補填積立金）270,000千円の中か
ら同額を処理し、次期繰越額は0円になります。

事　業　総　損　益
　　収　　　　　　益
　　費　　　　　　用
　　　事　業　総　利　益
事　業　損　益
　　　人　件　費
　　　旅費交通費
　　　事　務　費
　　　業　務　費
　　　諸税負担金
　　　施　設　費
　　　雑　　　費
事　業　管　理　費　計
事　業　利　益
事　業　外　損　益
経　常　利　益
特　別　損　益
税　引　前　当　期　利　益
法　人　税　・　住　民　税
当　期　剰　余　金
前　期　繰　越　剰　余　金
当　期　未　処　理　損　失　金

378,407
280,637

72,620
659

3,953
6,890
3,581
29,612
1,037

97,770

118,352
-20,582
6,429

-14,153
972

-13,181
703

-13,884
0

-13,884

（単位 千円）

損 益 計 算 書

※千円以下については四捨五入ですが、合計を合わせるために切捨、切上しております。

平成29年度　損失処理案
(単位 千円)

Ⅰ 当期未処理損失金

Ⅱ 法定準備金戻入

Ⅲ 損失金処理額

1.任意積立金取崩額
（損失補填積立金）

Ⅳ 次期繰越損失金

-13,884

655

-13,229

13,229

0

平成 29 年度素材生産量で表彰された中野市田上区 様
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組
合
員
・
役
員
・
職
員
の
表
彰
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

損益上の赤字が３年続いてしまい、

たいへん申し訳ありません。損失の要

因としては、境界明確化事業にありま

す。事業を行っている森林整備地域活

動支援交付金の補助制度が大きく改正

され、補助単価が１haあたり45,000

円と増加しました。それに合わせて補

助要件も変更され、特に対象外森林と

して市町村界や道路、赤線に境の一部

が接している林地と、境界明確化実施

済林地に一部が接している林地が含ま

れたことから、それら林地で補助金な

しで明確化を行うこととなり、大きく収

益減となりました。

もう一つ要因としては、事業管理費

の減価償却費が損益に大きく影響して

おりますが、その点は年々減少していく

見込みとなっています。

貸借対照表から、経営指標を見る

と流動比率が363％自己資本比率も

74％と、たいへん優良な数値を続けて

います。総代会では、平成29年度の受託林産事業において、素材生産の取
扱量が特に優れていた、団体および個人の表彰を行っており、下記の
２名の方に感謝状と金一封が贈られました。
また、退任された役員へ感謝状と記念品が贈られ、職員へは、長野

県森林組合連合会の永年勤続表彰の伝達が行われました。

平成29年度受託林産事業素材生産量第1位

　団体の部　　中野市　　田上区　　　様　　　出材量1,256㎥
　個人の部　　山ノ内町　小林　政夫　様　　　出材量1,414㎥

･ 退　任　役　員･ （役員在任期間）

　前副組合長	 小根澤庄一	 H13.12～H29.4
　前理事	 嶋田　晴男	 H17.5	～H29.4
　前代表監事	 山本　明秀	 H20.4	～H29.4
　前理事	 小林　裕正	 H20.4	～H29.4
　前理事	 小山　孝治	 H20.4	～H29.4
　前理事	 藤田　忠良	 H23.5	～H29.4
　前理事	 富井　繁雄	 H23.5	～H29.4
　前理事	 掛川　得一	 H26.4	～H29.4
　前監事	 関　　保典	 H26.4	～H29.4

永年勤続職員

　林産班　班員	 片塩　秀樹	 勤続20年以上
　林産班　班員	 森　　知弘	 勤続20年以上
　総務係長	 小林　和江	 勤続10年以上
　業務課　主任	 尾淵　義輝	 勤続10年以上
　業務課　技師	 丸山　幸裕	 勤続10年以上

部　門　別　損　益
平成30年2月28日現在

　･収　　　･益
(単位	千円)

部 門 金 額 備　　考

指 導 部 門 5,008	 賦課金、実費収入

販 売 部 門 11,041	 販売品・林産品売上、手数料　他

森
林
整
備
部
門

森林整備 134,214	 森林整備収入、森林請負収入、治山工事収入　他

利 用 221,061	 調査収入、利用料、利用事業収入、受託利用事業収入　他

福利厚生 1,386	 家賃収入共済保険手数料

購 買 5,690	 事業物資売上生活物資売上

金 融 7	 事業資金貸付利息林業改善資金取扱手数料

合 計 378,407	

費 用

部 門 金 額 備　　考

指 導 部 門 5,447	 総代会経費、広報紙発行費　他

販 売 部 門 3,273	 販売品・林産品原価　他

森
林
整
備
部
門

森林整備 109,812	 森林整備費、森林請負費、治山工事費　他

利 用 157,321	 調査費、利用施設維持費、利用事業費、受託利用事業費　他

福利厚生 227	 施設管理費

購 買 4,555	 事業物資売上原価生活物資売上原価

金 融 2	 事業資金借入利息

合 計 280,637	

受託販売取扱高 534	千円
受託林産取扱高 113,686	千円
受託森林整備取扱高 133,783	千円

貸　･借･　対　･照　･表　　平成30年2月28日現在　（単位　千円）		
科　目 金額 科　目 金額 科　目 金額 科　目 金額

資･産･の･部 負･債･の･部 純資産･の･部

流動資産 流動負債 出資金
現金 333 建物付属設備 204 受託販売預り金 90,807 払込済出資金 91,908

預金 376,881 一括償却資産 0 買掛金 260

売掛金 3,399 土地 34,630 未　	払	　金 48,555 資本剰余金
未収金 133,206 森林 0 未払法人税等 703 資本準備金 629

短期貸付金 2,000 有形固定資産合計 90,635 短期借入金 2,000 資本剰余金合計 629

立替金 90,841 前受金 1,700

仮払金 9,327 無形固定資産 事業前受金 0 利益剰余金
前渡金 0 水利権 248 貸倒引当金 0 法定準備金 184,470

貸倒引当金 △890 ソフトウェア 19,802 預り金 27,609 任意積立金 283,035

有価証券 0 無形固定資産合計 20,050 未払費用 0 当期未処分剰余金

たな卸資産 2,330 当期剰余金 △13,884

その他 579 外部出資その他資産 流動負債合計 171,634 前期繰越剰余金 0

系統出資金 10,250

系統外出資金 1,120 固定負債 利益剰余金合計 453,621

流動資産合計 618,006 差入保証金 510 農林漁業資金借入金 0

固定資産 預託金 267 退職給付引当金 22,088

外部出資合計 12,147 役員退任慰労給付引当金 958 純資産合計 546,158

有形固定資産
建物 37,049 固定負債合計 23,046

構築物 4,426 固定資産合計 122,832

機械装置 14,211 負･債･合･計 194,680

車輌運搬具 0

工器具備品 115 　資･産･合･計 740,838 負債・純資産合計 740,838
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平
成
三
十
年
度
も
新
系
統
運
動
の
北
信
州
森
林
組
合
運

動
方
針
目
標
達
成
に
向
け
、こ
れ
ま
で
の
取
組
み
を
継
続

し
更
な
る
向
上
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
三
十
一
年
度
か
ら
、森
林
環
境
譲
与
税
の
導
入
に

合
わ
せ
て
、市
町
村
に
私
有
林
の
管
理
責
任
を
置
く
、新

た
な
森
林
管
理
制
度
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。こ
れ

を
行
う
た
め
に
は
森
林
境
界
の
明
確
化
が
不
可
欠
で
す
の

で
、こ
れ
ま
で
の
当
組
合
の
取
組
み
が
一
段
と
評
価
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。今
後
も
施
業
集
約
化
と
境
界
明
確
化

を
進
め
る
と
と
も
に
、森
林
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
境
界
明
確
化
デ
ー

タ
と
航
空
レ
ー
ザ
ー
計
測
デ
ー
タ
を
活
用
し
、事
業
計
画

と
木
材
生
産
計
画
を
作
成
し
、安
定
し
た
経
営
を
図
る
と

と
も
に
、新
た
な
森
林
管
理
制
度
に
対
応
で
き
る
よ
う
シ

ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
三
十
年
度
の
取
扱
計
画
は
、収
益
三
億
三
千
九
百
五
十
八
万
円
、受
託
販

売
五
十
万
円
、受
託
林
産
一
億
二
千
五
百
万
円
、受
託
森
林
整
備
一
億
五
千
万
円

で
合
計
六
億
千
五
百
八
万
円
程
の
取
扱
い
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

労
働
局
か
ら
労
働
安
全
特
別
管
理
指
定
事
業
場
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

安
全
を
第
一
と
し
、各
事
業
を
効
率
的
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

新
規
の
設
備
投
資
で
は
、林
産
事
業
で
の
軽
油
消
費
が
増
大
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、給
油
時
間
等
の
効
率
化
の
た
め
、赤
坂
林
産
事
業
所
に
軽
油
地
下
タ
ン
ク

を
設
置
し
ま
す
。ま
た
、物
産
セ
ン
タ
ー
経
営
か
ら
撤
退
し
た
こ
と
か
ら
、関
係

す
る
固
定
資
産
を
有
効
活
用
す
る
た
め
の
処
理
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（単位 千円）
平 成 30 年 度   損 益 計 画

339,579
215,960

119,990

390

0

123,619

3,629

4,019

4,019
703

3,316
0

3,316

事 業 総 損 益
　　　収　　　益
　　　費　　　用
　　　　事業総利益
事 業 管 理 費
　　　　事 業 利 益
事 業 外 損 益
　　　　経 常 利 益
特　別　損　益
　　税引前当期利益
　　法人税・住民税
　　当  期  剰  余  金
　　前期繰越剰余金
　　当期未処分剰余金

第
十
三
号
議
案
で
左
表
の
十
一
名
に
つ
い
て
、除
名
を
決
定
い
た
だ

き
ま
し
た
。

こ
の
内
、郵
便
が
届
か
な
い
方
、所
在
不
明
者
が
三
名
で
す
。そ
し

て
、そ
の
他
の
方
に
は
、こ
れ
ま
で
何
度
も
納
入
の
お
願
い
を
行
っ
て

き
て
い
ま
す
。ま
た
、同
時
に
脱
退
届
の
提
出
を
勧
め
て
い
ま
す
。広

報
誌
で
も
広
報
し
ま
し
た
が
、ま
っ
た
く
応
じ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の

で
、今
回
三
年
以
上
未
納
と
な
っ
て
い
る
方
に
つ
い
て
、除
名
に
つ
い

て
附
議
し
、決
定
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、除
名
決
議
通
知
書
に
よ

り
弁
明
の
機
会
を
設
け
る
旨
を
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、異
議
、弁
明

に
つ
い
て
の
申
し
出
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、皆
さ
ん
同
意
さ
れ

た
も
の
と
み
な
し
、今
回
の
議
決
に
至
り
ま
し
た
。

出
資
金
に
つ
い
て
は
、未
納
賦
課
金
と
の
相
殺
を
優
先
し
ま
す
。該

当
さ
れ
る
方
は
、相
殺
後
残
金
の
請
求
等
に
つ
い
て
は
、総
務
課
ま
で

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

平成30年度部門別損益計画
収　　　益 費　　　用

(単位	千円) (単位	千円)

部 門 金　　額 備　　　考 部 門 金　　額 備　　　考

指 導 部 門 5,000	 賦課金、実費収入　他 指 導 部 門 6,050	 総代会経費、広報発行費　他

販 売 部 門 10,565	 林産立木売上　受託販売・林産手数料　他 販 売 部 門 2,090	 木材購入費　林産立木購入費　他

森
林
整
備
部
門

森 林 整 備 83,400	 森林整備収入、森林請負収入、治山工事収入　他 森
林
整
備
部
門

森 林 整 備 64,400	 森林整備費、森林請負費、治山工事費　他

利 用 227,711	 調査収入、利用料、利用事業収入、受託利用事業収入　他 利 用 133,300	 調査費、利用施設維持費、利用事業費、受託利用事業費　他

福 利 厚 生 996	 家賃収入共済保険手数料 福 利 厚 生 230	 研修施設維持費

購 買 11,900	 事業物資売上生活物資売上 購 買 9,888	 事業物資売上原価生活物資売上原価

金 融 7	 事業資金貸付利息林業改善資金取扱手数料 金 融 2	 事業資金借入利息

合 計 339,579	 合 計 215,960

受託販売取扱高 500
受託林産取扱高 125,000
受託森林整備取扱高 150,000

除名対象人数
地区 賦課金未納期間 対象人数

中野
平成26年度から未納 2名
平成27年度から所在不明 1名

小計 3名

飯山
平成26年度から未納 3名

小計 3名

山ノ内
平成26年度から未納 2名

小計 2名

木島平
平成27年度から所在不明 1名

小計 1名

野沢温泉
小計 0名

豊田
平成26年度から未納 1名
平成27年度から所在不明 1名

小計 2名
合計 11名

出資金については未納賦課金との相殺を優先し、相殺後残金の請求権については、森林組合法の
規定に従い２年後に消滅します。

組
合
員
の
除
名
に
つ
い
て

平
成
30
年
度
事
業
計
画
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五
月
二
十
五
日
に
参
議
院
本
会
議
で
森
林
経
営
管
理
法
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、

平
成
三
十
六
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
る
森
林
環
境
税
と
、
平
成
三
十
一
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る

森
林
環
境
譲
与
税
に
関
連
し
た
法
律
で
、
森
林
所
有
者
に
適
時
で
の
伐
採
・
造
林
・
保
育
を

実
施
す
る
経
営
管
理
責
任
を
求
め
、
森
林
所
有
者
が
適
切
な
経
営
管
理
を
行
え
な
い
森
林
に

つ
い
て
、
市
町
村
に
経
営
管
理
を
行
う
権
原
を
与
え
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
連
し
た
政
策
で
あ
り
、
パ
リ
で
開
か
れ
た
気
候
変
動

枠
組
条
約
第
二
十
一
回
締
約
国
会
議
で
締
結
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
以
降
の
国
際
的
枠
組
み
で

あ
る
パ
リ
協
定
を
履
行
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
以
前
の
京
都
議
定
書
で
は
、
二
酸
化
炭
素

の
吸
収
源
と
し
て
切
捨
間
伐
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
パ
リ
協
定
で
は
外
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
協
定
で
は
、
木
材
を
建
築
等
に
使
用
す
る
こ
と
で
炭
素
を
長
期
間
固
定
す
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
木
材
を
伐
出
し
た
後
に
、
木
を
植
え
る
こ
と
で
新
た
に
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、

炭
素
を
固
定
す
る
と
い
う
考
え
で
、世
界
中
で
木
造
に
よ
る
高
層
ビ
ル
建
設
や
計
画
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。

日
本
に
お
い
て
も
、
成
木
と
な
っ
た
森
林
か
ら
の
木
材
生
産
を
促
し
、
再
造
林
を
進
め
る

た
め
に
こ
の
よ
う
な
法
律
が
成
立
さ
れ
ま
し
た
。
衆
議
院
で
は
共
産
党
が
反
対
し
、
参
議
院

で
も
共
産
党
と
希
望
の
会
の
反
対
が
あ
り
ま
し
た
が
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
も
の
で
す
。

来
年
か
ら
森
林
環
境
譲
与
税
が
市
町
村
に
配
分
さ
れ
、
森
林
環
境
税
が
課
税
さ
れ
る
平
成

三
十
六
年
ま
で
に
、
森
林
経
営
管
理
の
基
盤
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

組
合
員
の
皆
様
に
は
、
寝
耳
に
水
の
よ
う
な
話
だ
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
今
回
、
法
律
の

要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。

森林経営管理法　要旨の主な点
　本法律案は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を
図るため、地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営管理権集
積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行
い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講じようとするも
のであり、その主な内容は次のとおりである。

一、責務
１　森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保
育を実施することにより、経営管理を行わなければならないこととする。

２　市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われる
よう必要な措置を講ずるように努めるものとする。

二、市町村への経営管理権の集積
１　市町村は、その区域内の森林の全部又は一部について、経営管理の状況
等を勘案して、経営管理権を集積することが必要かつ適当であると認める場
合には、森林所有者の経営管理の意向調査を行い、又は森林所有者の申出
を受けて、経営管理権集積計画を定めるものとする。その際、森林所有者及
び使用収益権者の全部の同意を要することとする。

２　市町村が経営管理権集積計画を公告することにより、市町村に経営管理
権が設定されることとする。

三、所有者不明森林等に係る経営管理権集積計画の作成手続の特例
１　次の場合には、市町村による探索、公告、都道府県知事による裁定など一
定の手続を経ることにより、森林所有者から市町村に経営管理権を設定でき
ることとする。
イ　共有者の一部が不明な場合
ロ　確知されている所有者が経営管理権集積計画に不同意の場合
ハ　所有者が不明な場合

２　１の手続により、経営管理権の設定を受けた森林所有者は、一定の場合に
これを取り消すことができることとする。

３　１の手続により設定される経営管理権の存続期間は、五十年を限度とする
こととする。

四、市町村による森林の経営管理
　市町村は、経営管理権を取得した森林（経営管理実施権が設定されているも
のを除く。）について、経営管理を行う事業（以下「市町村森林経営管理事業」と
いう。）を実施することとする。

五、民間事業者への経営管理実施権の配分
１　市町村は、経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実
施権の設定を行おうとする場合には、都道府県が民間事業者を公募し、要件
を満たす応募者として公表した者の中から、市町村が経営管理実施権を設
定する民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を定めるものとする。

２　市町村が経営管理実施権配分計画を公告することにより、民間事業者に
経営管理実施権が設定されることとする。

六、都道府県による市町村の事務の代替執行
　都道府県は、市町村森林経営管理事業等に関する事務の実施体制の整備そ
の他の事情を勘案して、当該事務の全部又は一部を、市町村の名において行う
ことができることとする。

七、林業経営者に対する支援措置　八、災害等防止措置命令　九、施
行期日　は内容省略

　
森
林
経
営
管
理
法
が
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
か
ら
施
行
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経営管理権集積計画作成の流れ

経営管理が適切に行われていない森林を市町村が特定

経営管理権の設定

経営管理実施権
の設定

経営管理の状況等を踏まえ優先順位を立てて意向調査

申出
全部確知・全員同意
（単独所有／共有）

一部不確知
確知共有者全員同意
（共有）

一部
不確知

全部
不確知

不同意

（６月以内に異議）

（２週間以内）２月以内に同意が
なければ、勧告から
６月以内に裁定申請

６月以内に異議が
なければ、その後
４月以内に裁定申請

（１）原則

（２）共有者不明森林の特例

不同意者あり
（単独所有／共有）

（３）所有者不同意森林の特例

全部不確知
（単独所有／共有）

（４）所有者不明森林の特例

探索

勧告 意見書

公告 同意みなし

同意みなし

計  画  作  成
同  意  徴  収

計画公告

公表

募集

権利設定

森林経営管理法案の概要

裁定

同意みなし裁定探索 公告

〇　存続期間の上限は50年

〇　以下の場合には取消の申出
　可

◆　民間事業者に経営管理実施
　権が設定されていない場合
⑵　共有者不明森林
　→　いつでも取消申出可

⑶　確知所有者不同意森林
　（※意見書提出者に限る）
⑷　所有者不明森林
　→　計画公告から５年以降に
　取消申出可

◆　民間事業者に経営管理実施
　権が設定されている場合
→　①民間事業者の承諾を得た
　　②やむを得ない事情かつ民
　　　間事業者に対し損失の補
　　　償を行った
　　場合に取消申出可

市町村・県に、たいへん強制力がある内容となっていますが、森林組合が皆様と施業委託契約をして森林経営計画を立
ててある森林は対象外となりますし、森林組合が計画的に搬出間伐等により木材生産を行っている地域では、市町村に
より適切な経営管理が行われていないと見なされることはないと当組合では考えています。

〇 本法案は下記図における経営管理権、経営管理実施権の内容（当事者間で具体的な内容を決め、市町村が計画を
作成）と設定の手続等について定める法律。
〇　その際、所有者不明森林等の場合の対応措置も規定している。

　経営管理権

森林所有者の委託を受けて伐採等を実
施するために市町村に設定される権利

（第２条）

（第４条～第９条）

（第10条～第32条）

（第48条）

（第33条）

（第36条）

第44条、第46条
 附則第２条

（第３条）

　経営管理実施権

市町村の委託を受けて伐採等を実施するために
民間事業者に設定される、経営管理権に基づく権利

（第２条）

経営管理権
集積計画

（第35条～第41条）

経営管理実施権
配分計画

※　都道府県が募集・
公表する林業経営者
について市町村が推
薦する者を反映。　

経営管理実施権
の設定を希望す
る林業経営者を
募集・公表

林業経営に適した森林

〇 意欲と能力のある林業経営
者に林業経営を再委託

・自然的条件に照らして
 林業経営に適さない森林

・林業経営者に再委託する
 までの間の森林

〇 市町村による間伐等の実施
　（市町村森林経営管理事業）

※　所有者不明森林等
における経営管理権
の設定にあたっての
特例を措置。　　　

※　都道府県による市町村の事務の
　代替執行も措置。

森

　林

　所

　有

　者

意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者

市

　町

　村
都
道
府
県

※

　経
営
管
理
の
責
務
を
明
確
化

（
適
時
の
伐
採
・
造
林
・
保
育
の
実
施
）

信
用
基
金
に
よ
る
経
営
の
改
善
発
達
に
係
る
助
言
等

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
延
長

国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
受
託
機
会
増
大
へ
の
配
慮

【支援措置】
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北
信
州
林
業
賞
受
賞

毎
年
恒
例
境
界
調
査

日
本
で
現
存
す
る
唯
一の
惣
組
織

地
域
山
林
の
紹
介
⑩

地
縁
団
体
法
人
野
沢
組（
野
沢
温
泉
村
）

野
沢
組
は
、
室
町
時
代
の
「
惣
（
そ
う
）」
に
端
を
発
し
て
い
る

と
い
わ
れ
、
農
民
が
村
の
財
産
を
守
る
た
め
に
結
成
し
た
共
同
体
に

由
来
し
ま
す
。
野
沢
組
は
野
沢
温
泉
村
の
半
数
強
に
当
た
る
戸
数
が

組
員
に
な
っ
て
お
り
、
総
元
締
「
惣
代
」
の
下
、
村
の
財
源
で
あ
る

温
泉
源
や
広
大
な
山
林
を
長
年
に
わ
た
っ
て
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

所
有
山
林
は
、
約
４
２
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
そ
の
９
割
弱
は
ブ
ナ

の
天
然
林
な
ど
を
含
む
広
葉
樹
林
で
、
湧
出
量
豊
富
な
温
泉
や
村
民

の
生
活
用
水
を
支
え
て
い
ま
す
。

野
沢
組
に
は
、
村
民
の
暮
ら
し
の
相
談
に
対

応
す
る
た
め
、
７
つ
の
委
員
会
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
「
林
野
道
路
」
が
、
野
沢
組
が
所

有
す
る
山
林
原
野
の
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
野
沢
組
の
大
仕
事
と
も
な
っ
て
い
る

の
は
、
役
員
総
出
で
毎
年
行
わ
れ
る
山
林
の
境
界

調
査
で
す
。
所
有
山
林
が
４
２
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
と

広
大
な
た
め
３
区
に
分
け
、
毎
年
１
区
ご
と
３
日

間
か
け
、
共
有
林
の
境
界
く
い
の
点
検
を
行
っ
て

い
ま
す
。
毎
年
欠
か
さ
ず
に
行
っ
て
い
る
の
で
、

カ
ラ
ー
テ
ー
プ
や
赤
い
ペ
ン
キ
等
が
境
界
に
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
、
野
沢
組
の
山
林
は
山
中
で
も

容
易
に
確

認
す
る
こ

と
が
で
き

ま
す
。

今
年
６
月
９
日
に
野
沢
温
泉
村
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
と
野
沢
温
泉
ス
パ
リ
ー
ナ
で

開
催
さ
れ
た
平
成
30
年
度
北
信
州
森
林
祭
に
お
い

て
、
野
沢
組
が
北
信
州
林
業
賞
を
受
賞
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
永
年
林
業
に
尽
力
さ
れ
た
個
人
・

団
体
に
贈
ら
れ
る
賞
で
、
野
沢
温
泉
村
の
団
体
で

は
、
平
成
24
年
度
に
受
賞
し
た
虫
生
区
に
次
ぎ
２

番
目
の
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。



 本　　　所
	〒383-0061	 中野市大字壁田938番地1
	 TEL	0269-38-0371（代）
	 FAX	0269-23-5350

 利用事業室
	〒389-2255	 飯山市大字静間383番地14
	 TEL	0269-62-8111
	 FAX	0269-67-0120

編集後記
全国林業改良普及協会の第52回（平成29年度）

林業関係広報コンクールのホームページ部門で当組

合が優秀賞をいただきました。

パソコンとスマートフォンでご覧になれますので、

ぜひご覧いただければと思います。

賦課金の口座振替をお願いします。
… 賦課金の口座振替が、多くの金融機関で可能です。 …

賦
課
金
の
納
入
に
つ
い
て
、
事
務
省
力

化
の
た
め
口
座
振
替
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

Ｊ
Ａ
な
が
の
（
旧
Ｊ
Ａ
北
信
州
み
ゆ

き
・
Ｊ
Ａ
志
賀
高
原
）
・
Ｊ
Ａ
中
野
市
に
口

座
を
お
持
ち
の
方
で
、
口
座
振
替
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
Ｊ
Ａ
と
森
林
組
合
が
直
接
手
続

き
す
る
用
紙
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
総
務

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
の
金
融
機
関
（
下
記
表
中
記
載

に
限
る
）
で
の
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
方

に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
電
算
と
契
約
し
ま

し
た
口
座
振
替
収
納
事
務
受
託
代
行
サ
ー
ビ

ス
に
よ
る
口
座
振
替
の
用
紙
を
お
送
り
し

ま
す
。

口
座
振
替
を
行
っ
て
い
な
い
組
合
員
さ

ん
に
は
、
す
で
に
郵
送
に
て
申
請
書
等
を
送

付
し
て
あ
り
ま
す
が
、
再
度
送
付
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
総
務
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ぜ
ひ
、
事
務
省
力
化
の
た
め
、
お
手
続

き
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

Ｊ
Ａ
な
が
の
・
Ｊ
Ａ
中
野
市
に
口

座
を
お
持
ち
の
組
合
員
さ
ん
へ
。

異
動
届
提
出
の
お
願
い
。

取り扱いのできる金融機関

みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行

第四銀行 北越銀行 八十二銀行 北陸銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行 長野銀行 新井信用金庫 長野信用金庫

松本信用金庫 上田信用金庫 諏訪信用金庫 飯田信用金庫

アルプス中央信用金庫 長野県信用組合 長野県信連 ＪＡ長野八ヶ岳

ＪＡ佐久浅間 ＪＡ信州うえだ ＪＡ信州諏訪 ＪＡ上伊那

ＪＡみなみ信州 ＪＡ木曽 ＪＡ松本市 ＪＡ松本ハイランド

ＪＡ塩尻市 ＪＡ洗馬 ＪＡあづみ ＪＡ大北

ＪＡグリーン長野 ＪＡながの ＪＡ中野市

そ
れ
以
外
の
金
融
機
関
に
口
座

を
お
持
ち
の
組
合
員
さ
ん
へ
。

組
合
員
の
名
義
変
更
（
相
続
・

譲
渡
等
）、山
林
面
積
の
増
減
（
購

入
・
売
却
等
）、
住
所
変
更
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
異
動
届
の
提

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
届
出
に
際
し
て
は
出
資

証
券
を
届
出
に
添
付
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
出
資
証
券
を
失
く
し

て
し
ま
っ
た
方
は
出
資
証
券
紛
失

届
（
出
資
証
券
再
発
行
願
）
を
同

時
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

手
続
き
に
つ
い
て
、
ご
不
明
の

事
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
総
務
課

か
利
用
事
業
室
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

様
式
に
つ
い
て
も
総
務
課
と
利

用
事
業
室
に
備
え
て
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
用
命
く
だ
さ
い
。

ま
た
様
式
に
つ
い
て
は
、
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き

ま
す
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

ご
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
組
合
員
の
方

に
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
、
組
合
員

手
続
き
関
係
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。


